
（整理番号 2007） 
 

長野地方最低賃金審議会 

第３回長野県最低賃金専門部会 議事要旨 
 

 開催日時   令和２年８月４日     10 時 00 分～12 時 00 分  

 

 出席状況  

 

 公益を代表する委員   出席３人  定数３人  

 労働者を代表する委員  出席３人  定数３人  

 使用者を代表する委員  出席３人  定数３人  

 

 議  題  

１ 長野県最低賃金の改正審議について 

２ その他 

 
 

１ 長野県最低賃金の改正審議について 

（１）労働者側代表委員の発言 

労働者側代表委員から、中賃の資料である第４表のＢランクの賃金上昇率 

0.4%を使用して，３円引上げて、時間額 851 円とする金額の再提示があった。

（２）使用者側代表委員の発言 

使用者側代表委員から、事業の継続と雇用の維持を強く主張し、据え置き 

とするとの主張が述べられた。 

 

労使双方の提示額に隔たりがあり、これ以上の歩み寄りがないことから、引続き次

回(８月５日)に金額審議されることとなった。 

 

２ その他 

特になし。 

 

 配布資料 

№１ 最近の雇用情勢(令和２年６月分) 長野労働局 

№２ 長野県における最低賃金改定の推移 

№３ 最低賃金決定要覧 平成 22 年度版 抜粋 

 

 

 

 

 



 


